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市民税・県民税の申告
税務課市民税係（彦根駅西口仮庁舎 3 階）

☎ 30-6140
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期
限
が
近
づ
く
と
、
窓
口
が
た
い
へ
ん
混
雑
し

ま
す
。
早
め
に
申
告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

市
民
税
・
県
民
税
と
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告

いきている

所得税の確定申告
彦根税務署（立花町 5-20）

☎ 22-7640【自動音声案内】

申
告
の
案
内

　
市
民
税
・
県
民
税
の

申
告
が
必
要
と
思
わ

れ
る
人
に
は
「
申
告
の

ご
案
内
」
を
郵
送
し
ま

す
。
申
告
書
は
、
会
場

に
用
意
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
場
で
作
成
で

き
ま
す
。
事
前
に
申
告

書
が
必
要
な
場
合
、

税
務
課
（
彦
根
駅
西
口
仮

庁
舎
３
階
）に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
申
告
受
付

を
左
の
日
程
で
行
い

ま
す
。「
申
告
の
ご
案
内
」
の
送
付
が
な

か
っ
た
人
で
も
、
申
告
が
必
要
な
場
合
は

最
寄
り
の
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
（
以

下
、「
所
得
税
」）
の
確
定
申
告
（
こ
の
ペ
ー
ジ

下
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）
を
す
る
人
は
、
市
民

税
・
県
民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の
あ
る
人

は
、「
収
支
内
訳
書
」
が
必
要
で
す
。
事
前

に
作
成
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
告
に
必
要
な
も
の

▼
「
申
告
の
ご
案
内
」

▼
印
鑑

▼
令
和
元
年
中
の
所
得
が
明
ら
か
に
な
る

書
類
（
源
泉
徴
収
票
、
支
払
調
書
な
ど
）

▼
営
業
・
農
業
・
不
動
産
所
得
の
「
収
支

内
訳
書
」

▼
所
得
控
除
の
対
象
と
な
る
も
の
に
関
す

る
書
類
（
医
療
費
の
明
細
書
、雑
損
控
除
の
対
象

と
な
る
各
種
領
収
書
、生
命
保
険
料
や
地
震
保
険
料

な
ど
の
控
除
証
明
書
、
国
民
年
金
保
険
料・国
民
健

康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・
介
護
保
険

料
の
支
払
証
明
書
、
寄
附
金
の
領
収
書
な
ど
）

▼
配
偶
者（
特
別
）控
除
を
受
け
る
人
は
、配

偶
者
の
所
得
が
確
認
で
き
る
書
類
な
ど

▼
身
体
障
害
者
な
ど
の
人
は
、
障
害
者
手

帳
な
ど

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
本
人
確
認
書
類

　
年
金
所
得
者
の
確
定
申
告
な
ど
、
簡
易

な
所
得
税
の
申
告
も
受
け
付
け
ま
す
。
た

だ
し
、
次
に
該
当
す
る
人
は
、
税
務
署
が

開
設
す
る
申
告
書
作
成
会
場
（
商
工
会
議
所

４
階
）
で
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
所
得
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

受
け
る
人

▼
譲
渡
所
得
（
株
式
譲
渡
、
不
動
産
譲
渡
な

ど
）
が
あ
る
人

▼
青
色
申
告
を
す
る
人

▼
初
め
て
事
業
所
得
を
申
告
す
る
人

▼
税
務
署
か
ら
申
告
書
が
送
付
さ
れ
た
人

▼
住
宅
耐
震
改
修
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改

修
・
省
エ
ネ
改
修
な
ど
の
特
別
控
除
を

受
け
る
人

　
所
得
税
は
、
納
税
者

自
身
が
１
年
間
の
所
得

と
税
額
を
計
算
し
、
申

告
・
納
付
す
る
し
く
み

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
確
定
申
告
が
必
要
な

人
で
、
期
限
ま
で
に
申

告
を
し
な
か
っ
た
り
、

誤
っ
た
申
告
を
し
た
り

す
る
と
、
延
滞
税
や
加

算
税
が
か
か
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

申
告
書
作
成
・
提
出
会
場
は

彦
根
商
工
会
議
所  

４
階
で
す

　
彦
根
税
務
署
に
は
申
告
書
作
成
会
場
は

あ
り
ま
せ
ん
。

期
間　
２
月
17
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪
（
土・

日
曜
日
・
祝
日
は
除
く
）

相
談
受
付
時
間　
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
り
、
早
め
に

相
談
受
付
を
終
了
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

※
彦
根
税
務
署
で
は
、
作
成
済
み
の
申

告
書
な
ど
の
受
付
、
納
税
、
納
税
証

明
書
の
交
付
の
み
行
い
ま
す
。

配
偶
者（
特
別
）控
除
に
関
す
る
改
正

　
平
成
30
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
配

偶
者
控
除
の
控
除
額
は
、
申
告
者
の
合

計
所
得
金
額
に
応
じ
て
変
わ
り
、
配
偶

者
特
別
控
除
の
控
除
額
は
、
対
象
の
配

偶
者
と
申
告
者
そ
れ
ぞ
れ
の
合
計
所
得

金
額
に
応
じ
て
変
わ
り
ま
す
。

　
両
控
除
は
、
申
告
者
の
合
計
所
得
金

額
が
１
千
万
円
を
超
え
る
場
合
、
適
用

は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
控
除
額
な
ど
、
詳
し
く
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

医
療
費
控
除
の
領
収
書
は

提
出
不
要
で
す

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、医
療

費
の
領
収
書
に
代
わ
り「
医
療
費
控
除
の

明
細
書
」の
添
付
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

※
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
を
添
付

し
て
申
告
し
た
場
合
、
領
収
書
は
５

年
間
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。
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この社会　あなたの税が
ご
注
意
く
だ
さ
い

▼
国
民
年
金
保
険
料
の
控
除
を
受
け
る
場

合
は
、
控
除
証
明
書
が
必
要
で
す
。
郵

送
さ
れ
な
い
場
合
な
ど
は
、
彦
根
年
金

事
務
所
（
☎
23-

１
１
１
４
番
）
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
、「
医
療

費
の
明
細
書
」
を
申
告
書
に
添
付
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
作
成
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
確
定
申
告
を
す
る
場
合
、
市
で
は
申
告

　
書
（
控
）
に
受
付
印
を
押
す
こ
と
や
、持

　
ち
込
み
の
申
告
書
に
印
字
す
る
こ
と
は

　
で
き
ま
せ
ん
。

▼
確
定
申
告
で
は
提
出
が
省
略
と
な
る
資

　
料
も
、
市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
を
行

　
　
　
　
　
　
う
場
合
は
、
ご
提
出
く
だ

　
　
　
　
　
　
さ
い
。

▼
申
告
の
受
付
会
場
は
、

午
前
・
午
後
と
も
に
混

雑
状
況
に
よ
り
早
め
に

相
談
受
付
を
終
了
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

添
付
資
料
・
住
民
税
に

関
す
る
事
項

　
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
第
三
者
作
成
書
類

は
、添
付
を
省
略
し
、確
定
申
告
書
へ
の
内

訳
を
記
載
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
住

民
税
に
関
す
る
事
項
欄
を
含
め
記
載
漏
れ

が
な
い
よ
う
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
記
入

が
な
い
場
合
、
住
民
税
の
計
算
に
お
い
て

控
除
等
の
適
用
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
。

申
告
書
の
作
成
は

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
に
ア
ク
セ
ス
し
、

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力

す
る
だ
け
で
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

　
申
告
書
を
「
ｅイ

ー-

Ｔタ
ッ
ク
ス

ａ
ｘ
」
で
送
信
す

れ
ば
、
源
泉
徴
収
票
な
ど
の
添
付
書
類
の

提
出
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
の
取
得
で

申
告
手
続
き
が
よ
り
便
利
に

　
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で

作
成
し
た
申
告
書
を
、
Ｉア

イ

Ｄデ
ィ
ー・
パ
ス
ワ
ー

ド
方
式
を
利
用
し
て
「
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
」
で

送
信
す
れ
ば
、
申
告
が
完
了
し
ま
す
（
こ

れ
ま
で
必
要
だ
っ
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や

Ｉア
イ

Ｃシ
ー

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
は
不
要
で
す
）。

　
Ｉ
Ｄ
と
パ
ス
ワ
ー
ド
は
、
税
務
署
職
員

と
対
面
で
の
本
人
確
認
後
に
発
行
し
ま

す
。
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類

を
お
持
ち
の
上
、
近
く
の
税
務
署
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。

Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
利
用
す
る
と

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
の
申
告
も
便
利

　
給
与
所
得
・
雑
所
得
・
一
時
所
得
で
、

医
療
費
控
除
や
寄
附
金
控
除
な
ど
の
各

種
控
除
を
適
用
し
て
申
告
す
る
場
合
な

ど
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
専
用
画
面
の
利

用
可
能
範
囲
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

　
申
告
書
の
控
え
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
形
式
で

保
存
で
き
ま
す
。

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
の

操
作
な
ど
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

「
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ

デ
ス
ク
」☎
０
５
７
０-

01-

５
９
０
１

番問
い
合
わ
せ
は
電
話
で

　

税
務
署
に
電
話
し
、
音
声
案
内
に

従
っ
て
相
談
内
容
に
応
じ
た
番
号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
確
定
申
告
に
関
す
る
相
談　
０
番

▼
税
金
に
関
す
る
一
般
的
な
相
談　
１
番

▼
税
金
の
納
付
相
談
・
税
務
署
か
ら
の
送

付
文
書
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ　
２
番

▼
消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
に
関
す
る

相
談　
３
番

税
理
士
に
よ
る
相
談
会

年
金
受
給
者
の
た
め
の
還
付
申
告
会
場

日
時　
２
月
４
日
㈫
〜
同
７
日
㈮

　
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
同

　
４
時
（
※
２
月
７
日
㈮
は
、
午
前
の
み
）

場
所　
彦
根
商
工
会
議
所
４
階

2月26日㈬
〜
28日㈮

2月17日㈪
〜

3月16日㈪

3月 4日㈬

2月21日㈮

3月 6日㈮

3月12日㈭

3月11日㈬

9：00～12：00
13：00～16：00

9：00～12：00
13：00～16：00

9：00～12：00
13：00～16：00

9：00～12：00
13：00～16：00

9：00～12：00
13：00～16：00

9：00～12：00
13：00～16：00

13：00～16：00

土・日曜日・祝日の終日、平日の
12：00～13：00は受付できません。

N

稲枝支所

南老人福祉　
センター●

ＪＡ●

みずほ　
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　稲枝地区
●公民館

文
稲枝中学校

⑤

N

鳥居本地
区公民館

　文
鳥居本小国

道
８
号

中
　
山
　
道

名
神
高
速
道
路

（鳥居本出張所）

②

N

直
売
所
●

文
亀山小学校保育園

亀山出張所

河瀬地区公民館

靴店●

文
河瀬小学校

国
道
８
号（河瀬出張所）

N④

＜申告受付日程＞
N

高宮地域
文化センター

銀行●

●高宮郵便局

●消防団
　車庫

国
道
８
号

中
　
山
　
道 （高宮出張所）

③

月 日 会 場

稲 枝 支 所
（右図②）

稲 枝 支 所

亀山出張所
（右図③）

河 瀬 地 区
公 民 館

（右図④）

鳥居本地区
公 民 館

（右図⑤）

高 宮 地 域
文化センター

（右図①）

受付時間

月 日 会 場 受付時間

①

　 税 務 課
申 告 会 場
（彦根駅西口
仮庁舎4階）


